
予
備
的
調
査
要
請
書

一
．
件
名

国
家
公
務
員
の
再
就
職
状
況
に
関
す
る
予
備
的
調
査
要
請

二
．
予
備
的
調
査
の
目
的

国
家
公
務
員
の
再
就
職
状
況
に
つ
い
て
は
、
昨
年
、
一
昨
年
も
予
備
的
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
実
態
の
一
部
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
年
の
通
常
国
会
に
お
い
て
、
国
家

公
務
員
法
改
正
を
行
い
、
そ
の
透
明
性
の
確
保
等
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
い
ま
だ
国
民
の
信
頼
を
十
分
に
得
ら
れ
た
と
は
言
え
な
い
状
況
に
あ
る
。

よ
っ
て
政
府
の
取
り
組
み
の
効
果
を
検
証
し
、
か
つ
、
税
金
の
一
層
の
効
率
的
な
活
用
を
図
る
た
め
に
、
本
年
に
お
い
て
も
継
続
的
に
国
家
公
務
員
の
再
就
職
状
況
に

関
す
る
予
備
的
調
査
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。

三
．
予
備
的
調
査
の
具
体
的
内
容

１
．
調
査
対
象
法
人

①
民
法
第
三
十
四
条
に
基
づ
き
、
各
府
省
が
許
可
し
た
法
人

②
独
立
行
政
法
人
通
則
法
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
法
人
（
平
成
十
九
年
十
月
一
日
現
在
の
特
定
独
立
行
政
法
人
は
除
く
）

③
法
令
に
基
づ
き
認
可
も
し
く
は
指
定
さ
れ
て
い
る
法
人
（
特
殊
法
人
、
特
殊
会
社
を
含
む
）

④
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
国
か
ら
補
助
金
等
（
補
助
金
、
委
託
金
そ
の
他
名
称
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
か
ら
交
付
さ
れ
た
資
金
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
法
人
（
年

間
の
交
付
額
が
百
万
円
未
満
の
法
人
を
除
く
）

⑤
右
記
①
か
ら
③
の
法
人
か
ら
出
資
を
受
け
て
い
る
法
人
（
一
千
万
円
未
満
の
出
資
は
除
く
）

⑥
国
家
公
務
員
法
第
百
三
条
第
三
項
に
基
づ
き
、
再
就
職
に
当
た
っ
て
人
事
院
の
承
認
を
必
要
と
す
る
営
利
企
業

な
お
各
種
金
額
の
記
載
に
当
た
っ
て
は
、
消
費
税
を
含
む
価
格
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
．
調
査
項
目



中
央
省
庁
（
国
会
、
会
計
検
査
院
、
人
事
院
、
最
高
裁
事
務
総
局
（
判
事
経
験
者
を
除
く
）
を
含
む
）
ご
と
に
、
調
査
対
象
法
人
に
お
け
る
国
家
公
務
員
の
再
就
職
者

に
関
す
る
、
団
体
別
の
（
一
）
か
ら
（
二
十
六
―
一
）
ま
で
の
事
項
。

（
一
）
団
体
名

（
二
）
団
体
の
法
人
種
別
（
特
殊
法
人
、
独
立
行
政
法
人
、
認
可
法
人
、
公
益
法
人
、
指
定
法
人
、
株
式
会
社
等
。
な
お
人
事
院
の
承
認
を
必
要
と
す
る
営
利
企
業
に
つ

い
て
は
「
特
定
営
利
企
業
」
と
記
載
）

（
三
）
当
該
団
体
の
役
職
員
数
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
現
在
、
以
下
同
じ
）

（
三
―
一
）
右
記
（
三
）
の
内
、
常
勤
者
数

（
四
）
当
該
団
体
に
お
け
る
国
家
公
務
員
再
就
職
者
数

（
四
―
一
）
右
記
（
四
）
の
内
、
常
勤
者
数

（
五
）
当
該
団
体
に
お
け
る
取
締
役
相
当
役
職
員
数

（
五
―
一
）
右
記
（
五
）
の
内
、
常
勤
者
数

（
六
）
当
該
団
体
の
取
締
役
相
当
役
職
員
の
内
、
国
家
公
務
員
再
就
職
者
数

（
六
―
一
）
右
記
（
六
）
の
内
、
常
勤
者
数

（
七
）（
六
）
の
人
数
を
（
五
）
の
人
数
で
除
し
た
数
（
％
、
小
数
点
以
下
一
桁
ま
で
、
以
下
同
じ
）

（
七
―
一
）（
六
―
一
）
の
人
数
を
（
五
―
一
）
の
人
数
で
除
し
た
数
（
％
）

（
八
）
当
該
団
体
の
職
員
（
取
締
役
相
当
役
職
員
を
除
く
）
の
数

（
八
―
一
）
右
記
（
八
）
の
内
、
常
勤
者
数

（
九
）
当
該
団
体
の
職
員
の
内
、
国
家
公
務
員
再
就
職
者
の
数

（
九
―
一
）
右
記
（
九
）
の
内
、
常
勤
者
数

（
十
）（
九
）
の
人
数
を
（
八
）
の
人
数
で
除
し
た
数
（
％
）

（
十
―
一
）（
九
―
一
）
の
人
数
を
（
八
―
一
）
の
人
数
で
除
し
た
数
（
％
）

（
十
一
）
当
該
団
体
に
対
し
て
補
助
金
等
交
付
、
事
業
発
注
、
事
業
委
託
、
物
品
調
達
そ
の
他
原
因
の
如
何
に
よ
ら
ず
行
っ
た
金
銭
の
交
付
（
補
助
金
の
交
付
決
定
、
契



約
の
締
結
、
落
札
等
の
事
実
上
の
債
務
発
生
を
含
む
、
以
下
同
じ
）
の
件
数
（
契
約
金
額
五
百
万
円
未
満
の
も
の
は
除
く
。
平
成
十
八
年
度
、
以
下
同
じ
）

（
十
二
）
（
十
一
）
の
合
計
金
額
（
単
位
は
百
万
円
、
以
下
同
じ
）

（
十
三
）
（
十
一
）
の
件
数
の
内
、
契
約
に
よ
っ
て
金
銭
の
交
付
を
行
っ
た
件
数

（
十
四
）
（
十
三
）
の
件
数
の
内
、
一
般
競
争
入
札
に
よ
っ
て
契
約
を
行
っ
た
件
数

（
十
五
）
（
十
四
）
の
一
般
競
争
入
札
の
平
均
落
札
率
（
落
札
価
格
／
予
定
価
格
・
複
数
件
数
の
場
合
は
単
純
平
均
、
以
下
同
じ
）

（
十
六
）
（
十
四
）
の
契
約
合
計
額

（
十
七
）
（
十
三
）
の
件
数
の
内
、
指
名
競
争
入
札
に
よ
っ
て
契
約
を
行
っ
た
件
数

（
十
八
）
（
十
七
）
の
指
名
競
争
入
札
の
平
均
落
札
率

（
十
九
）
（
十
七
）
の
契
約
合
計
額

（
二
十
）
（
十
三
）
の
件
数
の
内
、
随
意
契
約
に
よ
っ
て
契
約
を
行
っ
た
件
数
、
及
び
そ
の
う
ち
特
定
の
相
手
方
を
指
定
し
て
行
う
特
命
随
意
契
約
の
件
数

（
二
十
一
）（
二
十
）
の
随
意
契
約
及
び
特
命
随
意
契
約
の
平
均
落
札
率
（
予
定
価
格
を
設
定
し
て
い
な
い
場
合
は
、
そ
の
旨
記
載
）

（
二
十
二
）（
二
十
）
の
契
約
合
計
額

（
二
十
三
）（
十
一
）
の
件
数
の
内
、
補
助
金
等
交
付
の
件
数

（
二
十
四
）（
二
十
三
）
の
交
付
合
計
額

（
二
十
五
）
当
該
団
体
の
所
管
課
（「
課
」
相
当
の
組
織
単
位
を
含
む
）

（
二
十
六
）
当
該
団
体
の
国
家
公
務
員
再
就
職
者
の
内
、（
二
十
五
）
の
課
に
所
属
し
た
経
歴
を
有
す
る
者
の
数

（
二
十
六
―
一
）
右
記
（
二
十
六
）
の
内
、
常
勤
者
数

ま
た
、
右
記
（
一
）
か
ら
（
二
十
六
―
一
）
ま
で
の
項
目
を
整
理
し
た
、
以
下
の
①
か
ら
⑤
ま
で
の
項
目
を
、
各
府
省
ご
と
に
別
紙
に
記
載
の
こ
と
。

①
右
記
各
項
目
の
合
計
数
等
（
（
一
）
、
（
二
）
、
（
二
十
五
）
は
除
く
。
ま
た
（
七
）
、
（
七
―
一
）
、
（
十
）
、
（
十
―
一
）
、
（
十
五
）
、
（
十
八
）
、
（
二
十
一
）
に
つ
い
て
は
、

単
純
平
均
）

②
平
成
十
八
年
度
に
お
け
る
各
府
省
の
補
助
金
等
交
付
の
総
件
数
（
内
示
、
交
付
決
定
を
含
む
）

③
②
の
補
助
金
等
金
額

④
平
成
十
八
年
度
に
お
け
る
各
府
省
の
契
約
の
総
件
数



⑤
④
の
契
約
金
額

四
．
そ
の
他

本
要
請
書
は
、
内
閣
委
員
会
に
送
付
さ
れ
た
い
。


